
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則

水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に

同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
水
質
汚
濁
防

止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
事
業
場
）

第
一
条
の
二
　
令
別
表
第
一
第
七
十
一
号
の
二
の
環
境
省

令
で
定
め
る
事
業
場
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
場
と
す

る
。

一
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関
（
人
文

科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
大
学
及
び
そ
の
附
属
試
験
研
究
機
関
（
人
文
科
学

の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
学
術
研
究
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
製
品
の
製
造
若
し
く
は
技
術
の
改
良
、

考
案
若
し
く
は
発
明
に
係
る
試
験
研
究
を
行
う
研
究

所
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学
科
を
含
む
専

門
教
育
を
行
う
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修

学
校
、
各
種
学
校
、
職
員
訓
練
施
設
又
は
職
業
訓
練

施
設

五
　
保
健
所

六
　
検
疫
所

七
　
動
物
検
疫
所

八
　
植
物
防
疫
所

九
　
家
畜
保
健
衛
生
所

十
　
検
査
業
に
属
す
る
事
業
場

十
一
　
商
品
検
査
業
に
属
す
る
事
業
場

十
二
　
臨
床
検
査
業
に
属
す
る
事
業
場

十
三
　
犯
罪
鑑
識
施
設

（
湖
沼
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
等
の
著
し
い
増
殖
を
も
た

ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
）

第
一
条
の
三
　

り
ん燐

に
係
る
令
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の

環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

り
ん燐

を
含
む
水
が
工
場
又

は
事
業
場
か
ら
次
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ

る
場
合
と
す
る
。

一
　
水
の
滞
留
時
間
が
四
日
間
以
上
で
あ
る
湖
沼
（
水

の
塩
素
イ
オ
ン
含
有
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
九
、

〇
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
こ
と
、
特
殊
な
ダ
ム

の
操
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
値
が
一
・
〇

以
上
で
あ
る
海
域
（
湖
沼
で
あ
っ
て
水
の
塩
素
イ
オ

ン
含
有
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
九
、
〇
〇
〇
ミ
リ

グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
水
が
滞
留
し
や
す
い
海
域

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｓ
、
Ｗ
、
Ｄ１
及
び
Ｄ２
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｓ
　
当
該
海
域
の
面
積
（
単
位
　
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）

Ｗ
　
当
該
海
域
と
他
の
海
域
と
の
境
界
線
の
長
さ

（
単
位
　
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

Ｄ１
　
当
該
海
域
の

深
部
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー

ト
ル
）

Ｄ２
　
当
該
海
域
と
他
の
海
域
と
の
境
界
に
お
け
る

深
部
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
）

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
湖
沼
又
は
前
号
に
掲
げ
る
海
域

に
流
入
す
る
公
共
用
水
域

２
　
窒
素
に
係
る
令
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
環
境
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
窒
素
を
含
む
水
が
工
場
又
は
事

業
場
か
ら
次
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
場

合
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
湖
沼
の
う
ち
、
水
の
窒
素

含
有
量
を
水
の

り
ん燐

含
有
量
で
除
し
て
得
た
値
が
二
〇

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
水
の

り
ん燐

含
有
量
が
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と

そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
窒
素
が
湖
沼
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
の
増
殖
の
要
因
と
な
る
も
の

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
海
域

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
湖
沼
又
は
前
号
に
掲
げ
る
海
域

に
流
入
す
る
公
共
用
水
域

（
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
規
模
）

第
一
条
の
四
　
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
規
模
は
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量

（
以
下
「
日
平
均
排
水
量
」
と
い
う
。
）
が
五
十
立
方
メ

ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
総
量
規
制
基
準
）

第
一
条
の
五
　
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
総
量
規
制
基
準

は
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算

式
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｃ＝

Ｃ
ｃ
・
Ｑ
ｃ×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｃ
、
Ｃ
ｃ
及
び
Ｑ
ｃ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｃ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｃ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
化
学
的
酸

素
要
求
量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ

ム
）

Ｑ
ｃ
　
特
定
排
出
水
（
排
出
水
の
う
ち
、
特
定
事
業

場
に
お
い
て
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
使
用

さ
れ
た
水
で
あ
つ
て
、
専
ら
冷
却
用
、
減
圧
用
そ
の

他
の
用
途
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
汚
濁

負
荷
量
が
増
加
し
な
い
も
の
に
供
さ
れ
た
水
以
外
の

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
（
単
位
　
一
日

に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

２
　
法
第
四
条
の
五
第
二
項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
化
学

的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り

定
め
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｃ＝

（
Ｃ
ｃ
ｊ
・
Ｑ
ｃ
ｊ
＋
Ｃ
ｃ
ｉ
・
Ｑ
ｃ
ｉ
＋

Ｃ
ｃ
ｏ
・
Ｑ
ｃ
ｏ
）×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｃ
、
Ｃ
ｃ
ｊ
、
Ｃ
ｃ
ｉ
、

Ｃ
ｃ
ｏ
、
Ｑ
ｃ
ｊ
、
Ｑ
ｃ
ｉ
及
び
Ｑ
ｃ
ｏ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｃ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｃ
ｊ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
化
学
的

酸
素
要
求
量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ

ラ
ム
）

Ｃ
ｃ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
化
学
的

酸
素
要
求
量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ

ラ
ム
）

Ｃ
ｃ
ｏ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
化
学
的

酸
素
要
求
量
（
前
項
の
式
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
一

定
の
値
と
し
て
定
め
ら
れ
た
Ｃ
ｃ
と
同
じ
値
と
す

る
。
）
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｑ
ｃ
ｊ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定

施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る

特
定
排
出
水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
排
出
水
の
量
）
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ
ｃ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
か
ら
Ｑ
ｃ
ｊ

の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加

す
る
特
定
排
出
水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定

め
る
日
か
ら
当
該
Ｑ
ｃ
ｊ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め

る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内

事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
排
出
水
の

量
（
Ｑ
ｃ
ｊ
を
除
く
。
）
）
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立

方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ
ｃ
ｏ
　
特
定
排
出
水
の
量
（
Ｑ
ｃ
ｊ
及
び
Ｑ
ｃ
ｉ

を
除
く
。
）
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｃ
ｃ
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る

Ｃ
ｃ
ｊ
、
Ｃ
ｃ
ｉ
及
び
Ｃ
ｃ
ｏ
の
値
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
Ｃ
ｃ
等
の
値
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
大
臣

が
定
め
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
環
境
大
臣
が
定
め
る
業

種
そ
の
他
の
区
分
（
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
更
に
区

分
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
分
。
以
下
「
化
学

的
酸
素
要
求
量
に
係
る
業
種
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に

定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
海
域
及
び
湖
沼

以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
水
を
排
出
す
る
指
定
地
域

内
事
業
場
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
環
境
大
臣
が

定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
Ｃ
ｃ
等
の
値
を
定
め
る
こ
と

が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
都
道
府
県
知
事

が
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
業
種
等
ご
と
に
Ｃ
ｃ
等

の
値
を
別
に
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
一
の
指
定
地
域
内
事
業
場
が
二
以
上
の
化
学
的
酸
素

要
求
量
に
係
る
業
種
等
に
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
法
第
四
条
の
五
第
一
項
又

は
第
二
項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
当
該
化
学
的
酸
素
要

求
量
に
係
る
業
種
等
ご
と
に
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲

げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
を
合
計
し
た
汚
濁
負
荷

量
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
六
　
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
総
量
規
制
基
準

は
、
窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｎ＝

Ｃ
ｎ
・
Ｑ
ｎ×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｎ
、
Ｃ
ｎ
及
び
Ｑ
ｎ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｎ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｎ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
窒
素
含
有

量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｑ
ｎ
　
特
定
排
出
水
（
排
出
水
の
う
ち
、
特
定
事
業

場
に
お
い
て
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
使
用

さ
れ
た
水
で
あ
っ
て
、
専
ら
冷
却
用
、
減
圧
用
そ
の

他
の
用
途
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
汚
濁

負
荷
量
が
増
加
し
な
い
も
の
に
供
さ
れ
た
水
以
外
の

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
（
単
位
　
一
日

に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

２
　
法
第
四
条
の
五
第
二
項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
窒
素

含
有
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
定
め
る

も
の
と
す
る
。

1



Ｌ
ｎ＝

（
Ｃ
ｎ
ｉ
・
Ｑ
ｎ
ｉ
＋
Ｃ
ｎ
ｏ
・
Ｑ
ｎ
ｏ
）

×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｎ
、
Ｃ
ｎ
ｉ
、
Ｃ
ｎ
ｏ
、

Ｑ
ｎ
ｉ
及
び
Ｑ
ｎ
ｏ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｎ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｎ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
窒
素
含

有
量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｎ
ｏ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
窒
素
含

有
量
（
前
項
の
式
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
一
定
の
値

と
し
て
定
め
ら
れ
た
Ｃ
ｎ
と
同
じ
値
と
す
る
。
）
（
単

位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｑ
ｎ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定

施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る

特
定
排
出
水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
排
出
水
の
量
）
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ
ｎ
ｏ
　
特
定
排
出
水
の
量
（
Ｑ
ｎ
ｉ
を
除
く
。
）

（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｃ
ｎ
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る

Ｃ
ｎ
ｉ
及
び
Ｃ
ｎ
ｏ
の
値
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
業

種
そ
の
他
の
区
分
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
当
該
環
境
大
臣
が
定
め
る
業
種
そ
の
他
の

区
分
（
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
更
に
区
分
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
区
分
。
次
項
に
お
い
て
「
窒
素
含

有
量
に
係
る
業
種
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
定
め
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。

４
　
一
の
指
定
地
域
内
事
業
場
が
二
以
上
の
窒
素
含
有
量

に
係
る
業
種
等
に
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
地

域
内
事
業
場
に
係
る
法
第
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二

項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
当
該
窒
素
含
有
量
に
係
る
業

種
等
ご
と
に
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
値
を
合
計
し
た
汚
濁
負
荷
量
と
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
七
　
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
総
量
規
制
基
準

は
、
り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｐ＝

Ｃ
ｐ
・
Ｑ
ｐ×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｐ
、
Ｃ
ｐ
及
び
Ｑ
ｐ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｐ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｐ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
り
ん
含
有

量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｑ
ｐ
　
特
定
排
出
水
（
排
出
水
の
う
ち
、
特
定
事
業

場
に
お
い
て
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
使
用

さ
れ
た
水
で
あ
っ
て
、
専
ら
冷
却
用
、
減
圧
用
そ
の

他
の
用
途
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
汚
濁

負
荷
量
が
増
加
し
な
い
も
の
に
供
さ
れ
た
水
以
外
の

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
（
単
位
　
一
日

に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

２
　
法
第
四
条
の
五
第
二
項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
り
ん

含
有
量
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
定
め
る

も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｐ＝

（
Ｃ
ｐ
ｉ
・
Ｑ
ｐ
ｉ
＋
Ｃ
ｐ
ｏ
・
Ｑ
ｐ
ｏ
）

×

１
０－

３

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｌ
ｐ
、
Ｃ
ｐ
ｉ
、
Ｃ
ｐ
ｏ
、

Ｑ
ｐ
ｉ
及
び
Ｑ
ｐ
ｏ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

Ｌ
ｐ
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｐ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
り
ん
含

有
量
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｐ
ｏ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
一
定
の
り
ん
含

有
量
（
前
項
の
式
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
一
定
の
値

と
し
て
定
め
ら
れ
た
Ｃ
ｐ
と
同
じ
値
と
す
る
。
）
（
単

位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

Ｑ
ｐ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定

施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る

特
定
排
出
水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
排
出
水
の
量
）
（
単
位
　

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ
ｐ
ｏ
　
特
定
排
出
水
の
量
（
Ｑ
ｐ
ｉ
を
除
く
。
）

（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
）

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｃ
ｐ
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る

Ｃ
ｐ
ｉ
及
び
Ｃ
ｐ
ｏ
の
値
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
業

種
そ
の
他
の
区
分
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
当
該
環
境
大
臣
が
定
め
る
業
種
そ
の
他
の

区
分
（
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
更
に
区
分
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
区
分
。
次
項
に
お
い
て
「
り
ん
含

有
量
に
係
る
業
種
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
定
め
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。

４
　
一
の
指
定
地
域
内
事
業
場
が
二
以
上
の
り
ん
含
有
量

に
係
る
業
種
等
に
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
地

域
内
事
業
場
に
係
る
法
第
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二

項
の
総
量
規
制
基
準
は
、
当
該
り
ん
含
有
量
に
係
る
業

種
等
ご
と
に
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
値
を
合
計
し
た
汚
濁
負
荷
量
と
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

第
二
条
　
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
書
の
正
本
に

そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
等
の
設
置
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
九
号
の
環
境
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
排
出
水
に
係
る
用
水
及
び
排
水
の
系
統
と

す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
特
定
地
下
浸
透
水
に
係
る
用
水
及
び
排
水
の
系

統
と
す
る
。

３
　
法
第
五
条
第
三
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

施
設
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
又
は
処
理
さ

れ
る
有
害
物
質
に
係
る
用
水
及
び
排
水
の
系
統
、
有
害

物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
設
に
お
い

て
貯
蔵
さ
れ
る
有
害
物
質
に
係
る
搬
入
及
び
搬
出
の
系

統
と
す
る
。

４
　
法
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第

二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
　
削
除

（
有
害
物
質
を
含
む
も
の
と
し
て
の
要
件
）

第
六
条
の
二
　
法
第
八
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
特
定
地
下
浸
透
水
の
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染

状
態
を
検
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
害
物
質
が

検
出
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
五
条

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同

条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項

第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係

る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ

て
、
特
定
施
設
（
指
定
地
域
特
定
施
設
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
使
用
の
廃

止
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
等
に
係
る
構
造
基
準
等
）

第
八
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
条
か
ら
第
八
条
の
七
ま
で
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

（
施
設
本
体
の
床
面
及
び
周
囲
の
構
造
等
）

第
八
条
の
三
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
の
本
体
（
第
八
条
の
六
に
規
定
す
る
地

下
貯
蔵
施
設
を
除
く
。
以
下
「
施
設
本
体
」
と
い
う
。
）

が
設
置
さ
れ
る
床
面
及
び
周
囲
は
、
有
害
物
質
を
含
む

水
の
地
下
へ
の
浸
透
及
び
施
設
の
外
へ
の
流
出
を
防
止

す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
本
体
が
設
置
さ

れ
る
床
の
下
の
構
造
が
、
床
面
か
ら
の
有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い
を
目
視
に
よ
り
容
易
に
確
認
で
き
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
床
面
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
タ
イ
ル
そ
の
他
の

不
浸
透
性
を
有
す
る
材
料
に
よ
る
構
造
と
し
、
有

害
物
質
を
含
む
水
の
種
類
又
は
性
状
に
応
じ
、
必

要
な
場
合
は
、
耐
薬
品
性
及
び
不
浸
透
性
を
有
す

る
材
質
で
被
覆
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
防
液
堤
、
側
溝
、
た
め
ま
す
若
し
く
は
ス
テ
ン

レ
ス
鋼
の
受
皿
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
能

を
有
す
る
装
置
（
以
下
「
防
液
堤
等
」
と
い
う
。
）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
配
管
等
の
構
造
等
）

第
八
条
の
四
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
に
接
続
す
る
配
管
、
継
手
類
、
フ
ラ
ン

ジ
類
、
バ
ル
ブ
類
及
び
ポ
ン
プ
設
備
（
有
害
物
質
を
含

む
水
が
通
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
配
管
等
」
と
い

う
。
）
は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
若
し
く
は

地
下
へ
の
浸
透
（
以
下
「
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
を

防
止
し
、
又
は
漏
え
い
等
が
あ
つ
た
場
合
に
漏
え
い
等

を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
配
管
等
を
地
上
に
設
置
す
る
場
合
は
、
次
の
イ
又

は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
の
防
止
に
必

要
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
有
害
物
質
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
配
管
等
の
外
面
に
は
、
腐
食
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
配
管
等
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下
で
腐
食

す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
が
目
視
に
よ
り

容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
床
面
か
ら
離
し
て
設

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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二
　
配
管
等
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
ト
レ
ン
チ
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
（
１
）
の
ト
レ
ン
チ
の
底
面
及
び
側
面
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
タ
イ
ル
そ
の
他
の
不
浸
透
性

を
有
す
る
材
料
に
よ
る
こ
と
と
し
、
底
面
の
表

面
は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
種
類
又
は
性
状

に
応
じ
、
必
要
な
場
合
は
、
耐
薬
品
性
及
び
不

浸
透
性
を
有
す
る
材
質
で
被
覆
が
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ロ
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
の
防
止
に
必

要
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
有
害
物
質
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
配
管
等
の
外
面
に
は
、
腐
食
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
配
管
等
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下
で
腐
食

す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果

を
有
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
排
水
溝
等
の
構
造
等
）

第
八
条
の
五
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
に
接
続
す
る
排
水
溝
、
排
水
ま
す
及
び

排
水
ポ
ン
プ
等
の
排
水
設
備
（
有
害
物
質
を
含
む
水
が

通
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
排
水
溝
等
」
と
い
う
。
）

は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す

る
た
め
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
の
防
止

に
必
要
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
有
害
物
質
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お
そ
れ
の

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
排
水
溝
等
の
表
面
は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の

種
類
又
は
性
状
に
応
じ
、
必
要
な
場
合
は
、
耐
薬

品
性
及
び
不
浸
透
性
を
有
す
る
材
質
で
被
覆
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
地
下
貯
蔵
施
設
の
構
造
等
）

第
八
条
の
六
　
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
う
ち
地
下
に

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
地
下
貯
蔵
施
設
」
と

い
う
。
）
は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
防

止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
タ
ン
ク
室
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
二
重

殻
構
造
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む

水
の
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
構
造

及
び
材
質
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
地
下
貯
蔵
施
設
の
外
面
に
は
、
腐
食
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
地
下
貯
蔵
施
設
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下
で

腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
地
下
貯
蔵
施
設
の
内
部
の
有
害
物
質
を
含
む
水

の
量
を
表
示
す
る
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
そ
の
他

の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
量
を
確
認
で
き
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
使
用
の
方
法
）

第
八
条
の
七
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
の
使
用
の
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
受
入
れ
、
移
替
え
及
び

分
配
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む
水
を
扱
う
作
業

は
、
有
害
物
質
を
含
む
水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、

又
は
地
下
に
浸
透
し
な
い
方
法
で
行
う
こ
と
。

ロ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
補
給
状
況
及
び
設
備
の

作
動
状
況
の
確
認
そ
の
他
の
施
設
の
運
転
を
適
切

に
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
が
漏
え
い
し
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
漏
え
い
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
当
該
漏
え
い
し
た
有
害
物
質
を
含
む

水
を
回
収
し
、
再
利
用
す
る
か
、
又
は
生
活
環
境

保
全
上
支
障
の
な
い
よ
う
適
切
に
処
理
す
る
こ

と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
使
用
の
方
法
並
び
に
使
用
の
方
法

に
関
す
る
点
検
の
方
法
及
び
回
数
を
定
め
た
管
理
要

領
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
）

第
九
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
水
又

は
特
定
地
下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
及
び
そ
の
結

果
の
記
録
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
は
、
当
該
特
定
事
業

場
の
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
に
定
め
ら
れ
た
事
項

の
う
ち
、
様
式
第
一
別
紙
四
に
よ
り
届
け
出
た
も
の

（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
施
設
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施

設
に
限
る
。
）
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ

て
は
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
一
号
）
様
式
第

一
別
紙
四
に
よ
り
申
請
し
た
も
の
を
い
い
、
法
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
鉱
山
保
安
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
、
電
気
事
業
法
（
昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
又
は
海
洋
汚
染
等
及

び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十

三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
規
定

す
る
特
定
施
設
に
係
る
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受

け
、
又
は
届
出
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可

若
し
く
は
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
書
類
に
記

載
し
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
は
一
年
に
一
回
以
上
（
旅
館
業
（
温
泉
（
温

泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
温
泉
を
い
う
。
）
を
利
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
属
す
る
特
定
事
業
場
に
係
る

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
の
う
ち
、

ひ砒
素
及
び
そ

の
化
合
物
、
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
つ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
水
素
イ
オ
ン
濃
度
、
銅

含
有
量
、
亜
鉛
含
有
量
、
溶
解
性
鉄
含
有
量
、
溶
解

性
マ
ン
ガ
ン
含
有
量
及
び
ク
ロ
ム
含
有
量
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
三
年
に
一
回
以
上
）
、
そ
の
他
の

も
の
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
こ
と
。

二
　
前
号
の
測
定
は
、
特
定
事
業
場
の
規
模
、
排
出
水

の
汚
染
状
態
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
特
定
事

業
場
の
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
に
定
め
ら
れ
た
事

項
の
う
ち
、
様
式
第
一
別
紙
四
に
よ
り
届
け
出
た
も

の
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る

市
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
都
道
府

県
等
」
と
い
う
。
）
が
条
例
で
前
号
に
掲
げ
る
当
該

事
項
に
係
る
測
定
の
回
数
よ
り
多
い
回
数
を
定
め
た

と
き
又
は
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
都
道
府
県
等
が

条
例
で
測
定
の
回
数
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
回
数

で
行
う
こ
と
。

三
　
前
二
号
の
測
定
は
、
排
水
基
準
の
検
定
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
。

四
　
特
定
地
下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
は
、
有
害

物
質
の
う
ち
様
式
第
一
別
紙
九
に
よ
り
届
け
出
た
も

の
（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
相
当
す
る
鉱
山
保

安
法
、
電
気
事
業
法
又
は
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十

三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
規
定

す
る
特
定
施
設
に
係
る
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受

け
、
又
は
届
出
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該
許
可
若

し
く
は
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
書
類
に
記
載

し
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
は
一
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い

て
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
こ
と
。

五
　
前
号
の
測
定
は
、
特
定
事
業
場
の
規
模
、
特
定
地

下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
有

害
物
質
の
う
ち
様
式
第
一
別
紙
九
に
よ
り
届
け
出
た

も
の
に
つ
い
て
都
道
府
県
等
が
条
例
で
前
号
に
掲
げ

る
当
該
物
質
に
係
る
測
定
の
回
数
よ
り
多
い
回
数
を

定
め
た
と
き
又
は
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
都
道
府

県
等
が
条
例
で
測
定
の
回
数
を
定
め
た
と
き
は
、
当

該
回
数
で
行
う
こ
と
。

六
　
前
二
号
の
測
定
は
、
第
六
条
の
二
の
有
害
物
質
の

種
類
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
。

七
　
測
定
の
た
め
の
試
料
は
、
測
定
し
よ
う
と
す
る
排

出
水
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
が

も
悪

い
と
推
定
さ
れ
る
時
期
及
び
時
刻
に
採
取
す
る
こ

と
。

八
　
測
定
の
結
果
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
水
質
測
定
記

録
表
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
計
量
法

（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
条
の
登
録

を
受
け
た
者
か
ら
様
式
第
八
の
採
水
者
、
分
析
者
及

び
測
定
項
目
の
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
証

明
す
る
旨
を
記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
百
七
条
た
だ
し

書
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面

の
交
付
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、

当
該
事
項
の
水
質
測
定
記
録
表
へ
の
記
載
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

九
　
前
号
の
測
定
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
測
定
に
伴

い
作
成
し
た
チ
ヤ
ー
ト
そ
の
他
の
資
料
又
は
前
号
た

だ
し
書
に
定
め
る
証
明
書
（
計
量
法
第
百
七
条
た
だ

し
書
に
定
め
る
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
当
該
証
明
書

に
相
当
す
る
書
面
を
含
む
。
）
と
と
も
に
三
年
間
保

存
す
る
こ
と
。

（
排
出
水
の
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
等
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
排
出

水
の
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、

化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量

に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
は
、
環
境
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
排
出
水
の
化
学
的
酸
素
要
求
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量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
関
す
る
汚
染

状
態
及
び
特
定
排
出
水
の
量
そ
の
他
の
汚
濁
負
荷
量

の
測
定
に
必
要
な
事
項
を
計
測
し
、
特
定
排
出
水
の

一
日
当
た
り
の
汚
濁
負
荷
量
を
算
定
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
こ
と
。

二
　
前
号
の
測
定
は
、
日
平
均
排
水
量
が
四
百
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場

合
に
あ
つ
て
は
排
水
の
期
間
中
毎
日
、
日
平
均
排
水

量
が
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
百
立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ

つ
て
は
七
日
を
超
え
な
い
排
水
の
期
間
ご
と
に
一
回

以
上
、
日
平
均
排
水
量
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二

百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
指
定
地
域
内
事
業
場

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
十
四
日
を
超
え
な
い
排
水

の
期
間
ご
と
に
一
回
以
上
、
日
平
均
排
水
量
が
五
十

立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る

指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
十

日
を
超
え
な
い
排
水
の
期
間
ご
と
に
一
回
以
上
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
内
事
業
場
の
規
模
、
排

水
系
統
の
状
況
、
排
水
の
系
統
ご
と
の
汚
染
状
態
及

び
量
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
測
定
の
回

数
に
よ
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
つ

て
、
都
道
府
県
知
事
が
別
に
排
水
の
期
間
を
定
め
た

と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
排
水
の
期

間
ご
と
に
行
う
こ
と
。

三
　
測
定
の
結
果
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
汚
濁
負
荷
量

測
定
記
録
表
に
よ
り
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間

保
存
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
化
学

的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
つ

い
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
に
よ

る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
排
出
水
の
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有

量
及
び
り
ん
含
有
量
に
関
す
る
汚
染
状
態
、
特
定
排

出
水
の
量
そ
の
他
の
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
に
必
要
な

事
項
の
計
測
方
法
及
び
計
測
場
所

二
　
特
定
排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
汚
濁
負
荷
量
の
算

定
方
法

三
　
そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
手
法
に
つ
い
て
参
考

と
な
る
べ
き
事
項

（
点
検
事
項
及
び
回
数
）

第
九
条
の
二
の
二
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指

定
施
設
の
構
造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
に
関
す
る
点
検

は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
使
用
特
定

施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
構
造
又
は

当
該
施
設
の
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
三
第

二
号
、
第
八
条
の
四
第
二
号
ハ
、
第
八
条
の
五
第
二

号
、
第
八
条
の
六
第
二
号
に
適
合
す
る
場
合
は
、
講
じ

ら
れ
て
い
る
措
置
に
応
じ
、
適
切
な
事
項
及
び
回
数
で

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
方
法
に

関
す
る
点
検
は
、
第
八
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
管

理
要
領
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
及
び
こ
れ
に
伴
う
有
害
物

質
を
含
む
水
の
飛
散
、
流
出
又
は
地
下
へ
の
浸
透
の
有

無
に
つ
い
て
、
一
年
に
一
回
以
上
点
検
を
行
う
も
の
と

す
る
。

３
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
よ
り
、

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施

設
に
係
る
異
常
若
し
く
は
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え

い
等
（
以
下
「
異
常
等
」
と
い
う
。
）
が
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
点
検
結
果
の
記
録
及
び
保
存
）

第
九
条
の
二
の
三
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

結
果
の
記
録
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
検
を
行
つ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有

害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設

二
　
点
検
年
月
日

三
　
点
検
の
方
法
及
び
結
果

四
　
点
検
を
実
施
し
た
者
及
び
点
検
実
施
責
任
者
の

氏
名

五
　
点
検
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

２
　
前
項
の
結
果
の
記
録
は
、
点
検
の
日
か
ら
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
よ
ら

ず
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指

定
施
設
に
係
る
異
常
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
異
常
等
が
確
認
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設

二
　
異
常
等
を
確
認
し
た
年
月
日

三
　
異
常
等
の
内
容

四
　
異
常
等
を
確
認
し
た
者
の
氏
名

五
　
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

そ
の
内
容

（
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
九
条
の
二
の
四
　
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七

条
、
第
八
条
並
び
に
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ

ス
ク
及
び
様
式
第
十
の
二
の
光
デ
ィ
ス
ク
提
出
書
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
九
条
の
二
の
五
　
前
条
の
光
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
二
又

は
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
三
に
適
合
す
る
直
径

百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
九
又
は
Ｘ
〇
六
一
一
及

び
Ｘ
六
二
四
八
又
は
Ｘ
六
二
四
九
に
適
合
す
る
直
径

百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

（
地
下
水
の
水
質
の
浄
化
に
係
る
措
置
命
令
等
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の

命
令
は
、
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
原
因
と
な
る
有
害

物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
が
あ
つ
た
特
定
事
業

場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
の
設
置
者
又
は
設

置
者
で
あ
つ
た
者
及
び
当
該
浸
透
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ

り
地
下
水
の
流
動
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
そ
の
水
質
の

浄
化
の
た
め
の
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
下
水
の

範
囲
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
必
要
な
限
度
は
、
地
下

水
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
の
量
に
つ
い
て
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
基
準
値
（
以
下
「
浄
化
基
準
」
と
い
う
。
）

を
超
え
る
地
下
水
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
下

水
の
利
用
等
の
状
態
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
地

点
（
以
下
「
測
定
点
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
地

下
水
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
の
量
が
浄
化
基
準
を
超
え

な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
又
は
同
条
第
二
項

の
命
令
を
二
以
上
の
特
定
事
業
場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵

指
定
事
業
場
の
設
置
者
又
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
に
対

し
て
行
う
場
合
は
、
当
該
命
令
に
係
る
地
下
水
の
測
定

点
に
お
け
る
測
定
値
が
浄
化
基
準
を
超
え
な
い
こ
と
と

な
る
よ
う
に
そ
れ
ら
の
者
の
特
定
事
業
場
又
は
有
害
物

質
貯
蔵
指
定
事
業
場
に
お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の

地
下
へ
の
浸
透
が
当
該
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
原
因

と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
当

該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
の
量
の
削
減
目
標

（
以
下
単
に
「
削
減
目
標
」
と
い
う
。
）
を
達
成
す
る
こ

と
と
す
る
。

一
　
人
の
飲
用
に
供
せ
ら
れ
、
又
は
供
せ
ら
れ
る
こ
と

が
確
実
で
あ
る
場
合
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
井
戸
の
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
、

揚
水
機
の
取
水
口
そ
の
他
の
地
下
水
の
取
水
口

二
　
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
（
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
者
に
よ
り
供
給

さ
れ
る
水
道
水
の
み
を
そ
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除

く
。
）
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事

業
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
の
た
め

の
原
水
と
し
て
取
水
施
設
よ
り
取
り
入
れ
ら
れ
、
又

は
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
場
合
　
原

水
の
取
水
施
設
の
取
水
口

三
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
地
域
防
災
計
画
等
に
基
づ
き
災
害
時
に
お
い
て
人

の
飲
用
に
供
せ
ら
れ
る
水
の
水
源
と
さ
れ
て
い
る
場

合
　
井
戸
の
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
、
揚
水
機
の
取
水
口
そ

の
他
の
地
下
水
の
取
水
口

四
　
水
質
環
境
基
準
（
有
害
物
質
に
該
当
す
る
物
質
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
確
保
さ
れ
な
い
公
共
用
水

域
の
水
質
の
汚
濁
の
主
た
る
原
因
と
な
り
、
又
は
原

因
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
場
合
　
地
下
水
の
公

共
用
水
域
へ
の
ゆ
う
出
口
に
近
接
す
る
井
戸
の
ス
ト

レ
ー
ナ
ー
、
揚
水
機
の
取
水
口
そ
の
他
の
地
下
水
の

取
水
口

３
　
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
相
当
の
期
限
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
範
囲
、
地
下
水
の
水
質
の
汚

濁
の
程
度
、
地
下
水
の
水
質
の
浄
化
の
た
め
の
措
置
に

係
る
特
定
事
業
場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
の

設
置
者
又
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
の
技
術
的
又
は
経
済

的
能
力
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
、
人
の
健
康
を
保

護
す
る
観
点
か
ら
合
理
的
な
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と

す
る
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
同
項
に
規
定
す
る
地

下
水
の
範
囲
、
達
成
す
べ
き
浄
化
基
準
（
同
項
の
命
令

を
二
以
上
の
特
定
事
業
場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事

業
場
の
設
置
者
又
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
て
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
削
減
目
標
）
、
相
当
の
期
限
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
、
当
該
特

定
事
業
場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
の
設
置
者

又
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
測
定
方
法
）

第
九
条
の
四
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
浄
化
基
準
及
び

削
減
目
標
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

し
た
場
合
に
お
け
る
測
定
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
）

第
九
条
の
五
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け

る
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
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的
確
に
把
握
で
き
る
地
点
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
を
継

続
的
に
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

が
行
う
結
果
の
報
告
は
、
毎
年
度
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
常
時
監
視
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
環
境
大
臣
の
定

め
る
日
ま
で
に
、
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

（
環
境
大
臣
が
行
う
常
時
監
視
）

第
九
条
の
六
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境

大
臣
が
行
う
常
時
監
視
は
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測

定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
放
射
性

物
質
は
、
公
共
用
水
域
の
水
中
及
び
地
下
水
中
の
放
射

性
物
質
と
す
る
。

（
結
果
の
公
表
）

第
九
条
の
七
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
が
行
う
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の

汚
濁
の
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行

う
放
射
性
物
質
に
よ
る
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水

質
の
汚
濁
の
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
緊
急
時
の
措
置
）

第
十
条
　
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
と
る
べ

き
措
置
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書

に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式

は
、
様
式
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
環
境

省
の
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証

明
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限

は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
に

つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

（
指
定
都
市
の
長
等
の
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
指
定
地
域
内

の
特
定
事
業
場
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
に
係

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十

一
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
の
内
容

二
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の

内
容附

　
則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
六
年
六

月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
一
月
一
九
日
総
理
府

令
第
六
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
一
五
日
総
理
府
令

第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
臨
時
措
置
法
及

び
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
四
年

六
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
瀬
戸
内
海
環
境
保

全
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式

第
二
又
は
様
式
第
二
の
二
の
例
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
三
条
第
三

項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
の
記
載
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

４
　
附
則
第
二
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
改
正
法
に
よ
る

改
正
後
の
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
二
十
二

条
第
一
項
及
び
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防

止
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長

は
、
当
該
届
出
書
の
内
容
を
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
二
七
日
総
理
府
令

第
二
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
〇
日
総
理
府

令
第
六
七
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行

規
則
第
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
Ｑ
ｊ
の
都
道

府
県
知
事
が
定
め
る
日
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お

け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
Ｑ

ｊ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定
施
設
の

設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出

水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
設

置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
特
定
排
出
水
の
量
）
」
は
「
Ｑ
ｊ
　
〇
」
と
し
、

「
Ｑ
ｉ
　
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
か
ら
Ｑ
ｊ
の
都

道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
特
定
施

設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定

排
出
水
の
量
（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
か
ら

当
該
Ｑ
ｊ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
特
定
排
出
水
の
量
」
は
「
Ｑ
ｉ
　
都
道

府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
特
定
施
設
の
設
置
又
は

構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量

（
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
以
後
に
設
置
さ
れ

る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特

定
排
出
水
の
量
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
二
一
日
総
理
府
令
第

四
七
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
改
正
後
の
水
質

汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第
二
の
例
に
よ
る
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
三
条
第
五

項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
の
記
載
に
つ
い
て
準
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
〇
日
総
理
府
令
第

四
五
号
）

こ
の
総
理
府
令
は
、
平
成
二
年
九
月
二
十
二
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
八
月
二
七
日
総
理
府
令
第

三
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
九
日
総
理
府
令

第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令
第

七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行

規
則
様
式
第
四
及
び
様
式
第
六
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施

行
規
則
様
式
第
五
、
騒
音
規
制
法
施
行
規
則
様
式
第

六
、
振
動
規
制
法
施
行
規
則
様
式
第
六
、
湖
沼
水
質
保

全
特
別
措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
四
並
び
に
特
定
水
道

利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質
の

保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
八
に
よ

る
届
出
書
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
五
日
総
理
府
令
第
三

八
号
）

こ
の
府
令
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令

第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
三
ま
で
の
様
式
に
よ

る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令

第
二
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
八
日
総
理
府
令
第

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
中
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第
一

の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
目

次
の
改
正
規
定
、
第
七
条
中
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特

別
措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
の
改

正
規
定
、
第
九
条
中
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施

行
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に

第
十
一
条
中
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の

水
道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第
八
条
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
　

公
布
の
日

5



（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式

第
一
の
別
紙
三
及
び
別
紙
四
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
環
境
省
令

第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
八
日
環
境
省

令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
環
境
大
臣
が
法
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
登
録
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他

の
行
為
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た

権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
処
分
等
」
と
い

う
。
）
は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
処
分

等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に

よ
り
環
境
大
臣
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の

行
為
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
権

限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）

は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
し
た
申
請

等
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
環
境
大

臣
に
対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長

に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
こ

の
省
令
の
施
行
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
り
地

方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の

他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ

の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
法

令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
六
日
環
境
省
令

第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
及
び
水
質
汚

濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年

法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第

八
に
よ
る
証
明
書
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水

質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第
十
一
に
よ
る
証
明
書

は
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
及
び
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
に
よ

る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
八
日
環
境
省

令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
七
日
環
境
省
令

第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施

設
（
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の

う
ち
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二

か
ら
第
八
条
の
七
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な

い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
基
準
に

適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
八
条
の
二

か
ら
第
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
附
則
第
三
条
第
一

項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一

項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
を
除
き
、
平
成
二

十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。

第
三
条
　
施
設
本
体
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す

る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
床
面
及
び
周

囲
の
う
ち
新
規
則
第
八
条
の
三
に
定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
い
も
の
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定

は
、
当
該
床
面
及
び
周
囲
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
し
な
い
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
施
設
本
体
が
床
面
に
接
し
て
設
置
さ
れ
、
か

つ
、
施
設
本
体
の
下
部
に
点
検
可
能
な
空
間
が
な

く
、
施
設
本
体
の
接
す
る
床
面
が
新
規
則
第
八
条

の
三
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
で
あ

つ
て
、
施
設
本
体
の
下
部
以
外
の
床
面
及
び
周
囲

に
つ
い
て
新
規
則
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
施
設
本
体
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え

い
等
を
確
認
す
る
た
め
、
漏
え
い
等
を
検
知
す
る

た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
施
設
本
体
が
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
を

目
視
に
よ
り
確
認
で
き
る
よ
う
床
面
か
ら
離
し
て
設

置
さ
れ
、
か
つ
、
施
設
本
体
の
下
部
の
床
面
が
新
規

則
第
八
条
の
三
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場

合
で
あ
つ
て
、
施
設
本
体
の
下
部
以
外
の
床
面
及
び

周
囲
に
つ
い
て
新
規
則
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
一

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
新

法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
点

検
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有

害
物
質
使
用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定

施
設
の
構
造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
の
種
類
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

有
害
物
質
使

用
特
定
施
設

若
し
く
は
有

害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
の

構
造
又
は
当

該
施
設
の
設

備

点
検
を
行
う
事

項

点
検
の
回
数

一
　
施
設
本

体
が
設
置
さ

れ
る
床
面
及

び
周
囲

床
面
の
ひ
び
割

れ
、
被
覆
の
損

傷
そ
の
他
の
異

常
の
有
無

一
年
に
一
回
以
上

防
液
堤
等
の
ひ

び
割
れ
そ
の
他

の
異
常
の
有
無

一
年
に
一
回
以
上

二
　
施
設
本

体

施
設
本
体
の
ひ

び
割
れ
、
亀
裂
、

損
傷
そ
の
他
の

異
常
の
有
無

一
年
に
一
回
以
上

施
設
本
体
か
ら

の
有
害
物
質
を

含
む
水
の
漏
え

い
等
の
有
無

一
月
に
一
回
以
上
。
た

だ
し
、
目
視
又
は
漏
え

い
等
を
検
知
す
る
た
め

の
装
置
の
適
切
な
配
置

以
外
の
方
法
に
よ
る
施

設
本
体
か
ら
の
有
害
物

質
を
含
む
水
の
漏
え
い

等
の
有
無
の
点
検
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
方
法
に
応
じ
、
適

切
な
回
数
で
行
う
も
の

と
す
る
。

第
四
条
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
に
接
続
し
て
い
る
配
管
等
（
こ
の
省
令
の
施

行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
新
規
則

第
八
条
の
四
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係

る
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
配
管
等

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限

り
、
適
用
し
な
い
。

一
　
配
管
等
を
地
上
に
設
置
す
る
場
合
は
、
有
害
物
質

を
含
む
水
の
漏
え
い
を
目
視
に
よ
り
確
認
で
き
る
よ

う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
配
管
等
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
は
、
有
害
物
質

を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
い

ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
ト
レ
ン
チ
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
配
管
等
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い

等
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
又
は
配
管
等
に
お
け

6



る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測
す

る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他

の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
確
認
で
き

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
イ
又
は
ロ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
十
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
点
検
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
四
の
項
か

ら
六
の
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害

物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
構
造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
の

種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
二
号
ハ
に
適
合
す
る
場
合

は
、
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
応
じ
、
適
切
な
事
項
及
び
回

数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
の
構
造
又
は
当

該
施
設
の
設
備

点
検
を
行
う
事

項

点

検

の

回

数

一
　
配
管
等
（
地
上
に
設

置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）

配
管
等
の
亀
裂
、

損
傷
そ
の
他
の

異
常
の
有
無

六

月

に

一

回
以
上

配
管
等
か
ら
の

有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い

の
有
無

六

月

に

一

回
以
上

二
　
配
管
等
（
地
下
に
設

置
さ
れ
、
か
つ
、
ト
レ
ン

チ
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い

る
場
合
に
限
る
。
）

配
管
等
の
亀
裂
、

損
傷
そ
の
他
の

異
常
の
有
無

六

月

に

一

回
以
上

配
管
等
か
ら
の

有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い

の
有
無

六

月

に

一

回
以
上

ト
レ
ン
チ
の
側

面
及
び
底
面
の

ひ
び
割
れ
、
被

覆
の
損
傷
そ
の

他
の
異
常
の
有

無

六

月

に

一

回
以
上

三
　
配
管
等
（
地
下
に
設

置
さ
れ
、
か
つ
、
ト
レ
ン

チ
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い

る
場
合
を
除
く
。
）

配
管
等
か
ら
の

有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い

等
の
有
無

一

月

（

有

害

物

質

の

濃

度

の

測

定

に

よ

り

漏

え

い

等

の

有

無

の

点

検

を

行

う

場

合

に

あ
つ
て
は
、

三

月

）

に

一
回
以
上

第
五
条
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
に
接
続
し
て
い
る
排
水
溝
等
（
こ
の
省
令
の

施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
新
規

則
第
八
条
の
五
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に

係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
排
水

溝
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
場
合

に
限
り
、
適
用
し
な
い
。

一
　
排
水
溝
等
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ

の
浸
透
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
又
は
排
水
溝
等
に

お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測

す
る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他

の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
を
確
認
で

き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
十
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
点
検
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
七
の
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害

物
質
使
用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施

設
の
構
造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

前
項
第
二
号
に
適
合
す
る
場
合
は
、
講
じ
ら
れ
た
措
置

に
応
じ
、
適
切
な
事
項
及
び
回
数
で
行
う
も
の
と
す

る
。

有
害
物
質
使

用
特
定
施
設

若
し
く
は
有

害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
の

構
造
又
は
当

該
施
設
の
設

備

点
検
を
行
う
事
項

点
検
の
回
数

排
水
溝
等

排
水
溝
等
の
ひ
び

割
れ
、
被
覆
の
損

傷
そ
の
他
の
異
常

の
有
無

六
月
に
一
回
以
上

排
水
溝
等
か
ら
の

有
害
物
質
を
含
む

水
の
地
下
へ
の
浸

透
の
有
無

一
月
（
有
害
物
質
の

濃
度
の
測
定
に
よ
り

地
下
へ
の
浸
透
の
有

無
の
点
検
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
三

月
）
に
一
回
以
上

第
六
条
　
地
下
貯
蔵
施
設
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に

存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
新
規
則
第
八
条
の
六

に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
基
準
に
つ

い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
施
設
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、

適
用
し
な
い
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
新
規
則
第
八
条
の
六
第
一
号
ハ
に
適
合
す
る
こ

と
。

ロ
　
地
下
貯
蔵
施
設
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の

漏
え
い
等
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
又
は
地
下
貯

蔵
施
設
に
お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の

変
動
を
計
測
す
る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す

る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い

等
を
確
認
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
新
規
則
第
八
条
の
六
第
一
号
ハ
に
適
合
す
る
こ

と
。

ロ
　
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
防
止
す
る

た
め
、
内
部
に
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。

三
　
前
二
号
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
十
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
点
検
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
八
の
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害

物
質
使
用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施

設
の
構
造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

前
項
第
三
号
に
適
合
す
る
場
合
は
、
講
じ
ら
れ
た
措
置

に
応
じ
、
適
切
な
事
項
及
び
回
数
で
行
う
も
の
と
す

る
。

有
害
物
質
使
用
特

定
施
設
若
し
く
は

有
害
物
質
貯
蔵
指

定
施
設
の
構
造
又

は
当
該
施
設
の
設

備

点
検
を
行
う

事
項

点
検
の
回
数

一
　
地
下
貯
蔵
施

設
（
二
の
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く

。
）

地
下
貯
蔵
施

設
か
ら
の
有

害
物
質
を
含

一
月
（
有
害
物
質
の

濃
度
の
測
定
に
よ
り

漏
え
い
等
の
有
無
の

点
検
を
行
う
場
合
に

む
水
の
漏
え

い
等
の
有
無

あ
つ
て
は
、
三
月
）

に
一
回
以
上

二
　
地
下
貯
蔵
施

設
（
前
項
第
二
号

に
適
合
す
る
も
の

及
び
前
項
第
三
号

に
適
合
す
る
も
の

（
第
二
号
と
同
等

以
上
の
効
果
を
有

す
る
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
に
限

る
。
）

地
下
貯
蔵
施

設
の
内
部
の

気
体
の
圧
力

若
し
く
は
水

の
水
位
の
変

動
の
確
認
又

は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
方

法
に
よ
る
地

下
貯
蔵
施
設

か
ら
の
有
害

物
質
を
含
む

水
の
漏
え
い

等
の
有
無

一
年
に
一
回
以
上
。

た
だ
し
、
地
下
貯
蔵

施
設
の
内
部
の
気
体

の
圧
力
又
は
水
の
水

位
の
変
動
の
確
認
以

外
の
方
法
に
よ
る
地

下
貯
蔵
施
設
か
ら
の

有
害
物
質
を
含
む
水

の
漏
え
い
等
の
有
無

の
点
検
を
行
う
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該

方
法
に
応
じ
、
適
切

な
回
数
で
行
う
こ
と

と
す
る
。

第
七
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
新
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又

は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
　
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
新
規
則

第
八
条
の
三
か
ら
第
八
条
の
六
ま
で
の
基
準
並
び
に
附

則
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項

及
び
第
六
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係

る
新
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
物
質
使

用
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
構

造
又
は
当
該
施
設
の
設
備
の
点
検
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施

設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
又
は
当
該
施
設

の
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行

う
も
の
と
す
る
。

有
害
物
質

使
用
特
定

施
設
若
し

く
は
有
害

物
質
貯
蔵

指
定
施
設

の
構
造
又

は
当
該
施

設
の
設
備

点
検
を
行
う
事
項
点
検
の
回
数

一
　
施
設

本
体
が
設

置
さ
れ
る

床
面
の
ひ
び
割

れ
、
被
覆
の
損
傷

一
月
に
一
回
以
上

7



床
面
及
び

周
囲

そ
の
他
の
異
常
の

有
無

二
　
配
管

等
（
地
上

に
設
置
さ

れ
て
い
る

場
合
に
限

る
。
）

配
管
等
の
亀
裂
、

損
傷
そ
の
他
の
異

常
の
有
無

六
月
に
一
回
以
上

配
管
等
か
ら
の
有

害
物
質
を
含
む
水

の
漏
え
い
の
有
無

六
月
に
一
回
以
上

三
　
配
管

等
（
地
下

に
設
置
さ

れ
、
か
つ
、

ト
レ
ン
チ

の
中
に
設

置
さ
れ
て

い
る
場
合

を
除
く
。
）

配
管
等
の
内
部
の

気
体
の
圧
力
若
し

く
は
水
の
水
位
の

変
動
の
確
認
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上

の
方
法
に
よ
る
配

管
等
か
ら
の
有
害

物
質
を
含
む
水
の

漏
え
い
等
の
有
無

一
年
に
一
回
以
上
。
た
だ

し
、
配
管
等
の
内
部
の
気

体
の
圧
力
又
は
水
の
水
位

の
変
動
の
確
認
以
外
の
方

法
に
よ
る
配
管
等
か
ら
の

有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏

え
い
等
の
有
無
の
点
検
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
方
法
に
応
じ
、
適
切

な
回
数
で
行
う
こ
と
と
す

る
。

四
　
排
水

溝
等

排
水
溝
等
の
ひ
び

割
れ
、
被
覆
の
損

傷
そ
の
他
の
異
常

の
有
無

一
月
に
一
回
以
上
。
た
だ

し
、
目
視
が
困
難
な
場
合

に
お
い
て
、
目
視
以
外
の

方
法
に
よ
る
排
水
溝
等
の

ひ
び
割
れ
、
被
覆
の
損
傷

そ
の
他
の
異
常
の
有
無
の

点
検
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
方
法
に
応

じ
、
適
切
な
回
数
で
行
う

こ
と
と
す
る
。

排
水
溝
等
の
内
部

の
水
の
水
位
の
変

動
の
確
認
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の

方
法
に
よ
る
排
水

溝
等
か
ら
の
有
害

物
質
を
含
む
水
の

地
下
へ
の
浸
透
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上
。
た
だ

し
、
排
水
溝
等
の
内
部
の

水
の
水
位
の
変
動
の
確
認

以
外
の
方
法
に
よ
る
排
水

溝
等
か
ら
の
有
害
物
質
を

含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透

の
有
無
の
点
検
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
方

法
に
応
じ
、
適
切
な
回
数

で
行
う
こ
と
と
す
る
。

五
　
地
下

貯
蔵
施
設

地
下
貯
蔵
施
設
の

内
部
の
気
体
の
圧

力
若
し
く
は
水
の

水
位
の
変
動
の
確

認
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
方
法
に

よ
る
地
下
貯
蔵
施

設
か
ら
の
有
害
物

一
年
に
一
回
以
上
。
た
だ

し
、
地
下
貯
蔵
施
設
の
内

部
の
気
体
の
圧
力
又
は
水

の
水
位
の
変
動
の
確
認
以

外
の
方
法
に
よ
る
地
下
貯

蔵
施
設
か
ら
の
有
害
物
質

を
含
む
水
の
漏
え
い
等
の

有
無
の
点
検
を
行
う
場
合

質
を
含
む
水
の
漏

え
い
等
の
有
無

に
あ
つ
て
は
、
当
該
方
法

に
応
じ
、
適
切
な
回
数
で

行
う
こ
と
と
す
る
。

２
　
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
新
規
則
第
八

条
の
七
第
二
号
に
定
め
る
管
理
要
領
が
定
め
ら
れ
て
い

な
い
も
の
に
係
る
新
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
使
用
の
方
法
に
係
る
点
検
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
新
規
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
第
八

条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
要
領
か
ら
の

逸
脱
の
有
無
及
び
こ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
有
害
物
質
使

用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に
係
る
作

業
」
と
す
る
。

第
九
条
　
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
新
規
則
様

式
第
一
の
例
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
五
月
二
三
日
環
境
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
九
日
環
境
省

令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の

防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
四
日
環
境
省
令

第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に

お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
環
境
省
令

第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に

お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令

第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
五
日
環
境
省
令
第

三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
二
五
日
環
境
省
令
第

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に

お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
環
境
省
令
第
一

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
又
は
廃
止
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
証
明

書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
九
条
の
二
の
二
関
係
）

有
害
物
質
使

用
特
定
施
設

若
し
く
は
有

害
物
質
貯
蔵

指
定
施
設
の

構
造
又
は
当

該

施

設

の

設
備

点
検

を
行

う
事
項

点
検
の
回
数

一
　
施
設
本

体
が
設
置
さ

れ
る
床
面
及

び
周
囲
（
第

八
条
の
三
た

だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合

を
除
く
。
）

床
面
の
ひ

び
割
れ
、

被
覆
の
損

傷
そ
の
他

の
異
常
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

防
液

堤
等

の
ひ

び
割

れ
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

二
　
施
設
本

体
が
設
置
さ

れ
る
床
面
及

び
周
囲
（
第

八
条
の
三
た

だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合

に
限
る
。
）

床
の

下
へ

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
の
有
無

一
月
に
一
回
以
上

三

　

施

設

本
体

施
設

本
体

の
ひ

び
割

れ
、
亀
裂
、

損
傷

そ
の

他
の

異
常

の
有
無

一
年
に
一
回
以
上

施
設

本
体

か
ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

8



四
　
配
管
等

（
地
上
に
設

置
さ
れ
て
い

る
場
合
に
限

る
。
）

配
管
等
の

亀
裂
、
損

傷
そ
の
他

の
異
常
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

配
管
等
か

ら
の
有
害

物
質
を
含

む
水
の
漏

え
い
の
有

無

一
年
に
一
回
以
上

五
　
配
管
等

（
地
下
に
設

置
さ
れ
、
か

つ
、
ト
レ
ン

チ
の
中
に
設

置
さ
れ
て
い

る
場
合
に
限

る
。
）

配
管
等
の

亀
裂
、
損

傷
そ
の
他

の
異
常
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

配
管
等
か

ら
の
有
害

物
質
を
含

む
水
の
漏

え
い
の
有

無

一
年
に
一
回
以
上

ト
レ
ン
チ

の
側
面
及

び
底
面
の

ひ
び
割
れ
、

被
覆
の
損

傷
そ
の
他

の
異
常
の

有
無

一
年
に
一
回
以
上

六
　
配
管
等

（
地
下
に
設

置
さ
れ
、
か

つ
、
ト
レ
ン

チ
の
中
に
設

置
さ
れ
て
い

る
場
合
を
除

く
。
）

配
管
等
の

内
部
の
気

体
の
圧
力

若
し
く
は

水
の
水
位

の
変
動
の

確
認
又
は

こ
れ
と
同

等
以
上
の

方
法
に
よ

る
配
管
等

か
ら
の
有

害
物
質
を

含
む
水
の

漏
え
い
等

の
有
無

一
年
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理

府
令
第
五
十
五
号
）
第
六
十
二

条
の
五
の
三
に
規
定
す
る
地
下

埋
設
配
管
で
あ
つ
て
消
防
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八

十
六
号
）
第
十
一
条
第
五
項
に

規
定
す
る
完
成
検
査
を
受
け
た

日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
配

管
等
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む

水
の
漏
え
い
等
を
検
知
す
る
た

め
の
装
置
若
し
く
は
配
管
等
に

お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の

流
量
の
変
動
を
計
測
す
る
た
め

の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ

と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む

水
の
漏
え
い
等
を
確
認
で
き
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
有

害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等

の
点
検
を
一
月
（
有
害
物
質
の

濃
度
の
測
定
に
よ
り
漏
え
い
等

の
有
無
の
点
検
を
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
月
）
に
一
回
以

上
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三

年
）
に
一
回
以
上
。
た
だ
し
、

配
管
等
の
内
部
の
気
体
の
圧
力

又
は
水
の
水
位
の
変
動
の
確
認

以
外
の
方
法
に
よ
る
配
管
等
か

ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏

え
い
等
の
有
無
の
点
検
を
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
方
法

に
応
じ
、
適
切
な
回
数
で
行
う

こ
と
と
す
る
。

七

　

排

水

溝
等

排
水

溝
等

の
ひ

び
割

れ
、

被
覆

の
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の
有
無

一
年
（
排
水
溝
等
か
ら
の
有
害

物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸

透
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
の

適
切
な
配
置
、
排
水
溝
等
に
お

け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流

量
の
変
動
を
計
測
す
る
た
め
の

装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と

そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む
水

の
地
下
へ
の
浸
透
を
確
認
で
き

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、

有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ

の
浸
透
の
点
検
を
一
月
（
有
害

物
質
の
濃
度
の
測
定
に
よ
り
地

下
へ
の
浸
透
の
有
無
の
点
検
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三

月
）
に
一
回
以
上
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
年
）
に
一
回

以
上

八
　
地
下
貯

蔵
施
設

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の

気
体

の
圧

力
若

し
く

は
水

の
水

位
の

変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
方

法
に

よ
る

地
下

貯
蔵

一
年
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す

る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令

第
三
百
六
号
）
第
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
地
下
貯
蔵
タ
ン

ク
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
二
重
殻
タ
ン
ク
で
あ
つ
て
消

防
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か

ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
場
合
又
は
地
下
貯

蔵
施
設
か
ら
の
有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い
等
を
検
知
す
る

施
設
か
ら

の
有
害
物

質
を
含
む

水
の
漏
え

い
等
の
有

無

た
め
の
装
置
若
し
く
は
地
下
貯

蔵
施
設
に
お
け
る
有
害
物
質
を

含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測

す
る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配

置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物

質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
確

認
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
、

か
つ
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の

漏
え
い
等
の
点
検
を
一
月
（
有

害
物
質
の
濃
度
の
測
定
に
よ
り

漏
え
い
等
の
有
無
の
点
検
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
月
）

に
一
回
以
上
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
三
年
）
に
一
回
以
上
と

す
る
。
た
だ
し
、
地
下
貯
蔵
施

設
の
内
部
の
気
体
の
圧
力
又
は

水
の
水
位
の
変
動
の
確
認
以
外

の
方
法
に
よ
る
地
下
貯
蔵
施
設

か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の

漏
え
い
等
の
有
無
の
点
検
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
方

法
に
応
じ
、
適
切
な
回
数
で
行

う
こ
と
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
九
条
の
三
関
係
）

有
害
物
質
の
種
類

基
準
値

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の

化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ

ム
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

シ
ア
ン
化
合
物

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

有
機

り
ん燐

化
合
物
（
パ
ラ

チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ

チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
ジ
メ

ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
に
限

る
。
）

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
〇
・
〇

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ

ム
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

ひ砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

ひ砒
素
〇
・

〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水

銀
そ
の
他
の
水
銀
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・

〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一

ミ
リ
グ
ラ
ム

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一

ミ
リ
グ
ラ
ム

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二

ミ
リ
グ
ラ
ム

四
塩
化
炭
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

四
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ

リ
グ
ラ
ム

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

及
び
ト
ラ
ン
ス―

一
・
二―

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
合
計
量

〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ

ラ
ム

一
・
一
・
二―

ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

六
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ

ロ
ペ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

チ
ウ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

六
ミ
リ
グ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

三
ミ
リ
グ
ラ
ム

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二

ミ
リ
グ
ラ
ム

ベ
ン
ゼ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一

ミ
リ
グ
ラ
ム

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン

〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

ほ
う
素
及
び
そ
の
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
一

ミ
リ
グ
ラ
ム

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素

〇
・
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ

ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝

酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化

合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
亜
硝
酸
性

窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計

量
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五

ミ
リ
グ
ラ
ム

備
考
　
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
第
九
条
の
四

の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
地

下
水
の
汚
染
状
態
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

9



結
果
が
当
該
測
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を

い
う
。

様
式
第
１
（
第
３
条
関
係
）

様式第1（第3条関係）（表面）（平10総府令10・全改、平11総府令26・平12総府令7・平13環省令37・平24環省令3・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 氏名又は名称及び住所並びに法 届出者 人にあつてはその代表者の氏名 水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。 工場又は事業場の名称※整理番号 工場又は事業場の所在地※受理年月日年月日 特定施設の種類※施設番号 有害物質使用特定施有□無□ ※審査結果 設の該当の有無 △特定施設の構造別紙1のとおり。※備考 △特定施設の設備別紙1の2のとお （有害物質使用特り。 定施設の場合に限 る。） △特定施設の使用の別紙2のとおり。 第5条第1項関係方法 △汚水等の処理の方別紙3のとおり。 法 △排出水の汚染状態別紙4のとおり。 及び量 △排出水の排水系統別紙5のとおり。 別の汚染状態及び 量 △排出水に係る用水別紙6のとおり。 及び排水の系統 有害物質使用特定施 設の種類 △有害物質使用特定別紙7のとおり。 施設の構造 第 5△有害物質使用特定別紙8のとおり。 条施設の使用の方法 第 2△汚水等の処理の方別紙9のとおり。 項法 関 係△特定地下浸透水の別紙10のとおり。 浸透の方法 △特定地下浸透水に別紙11のとおり。 係る用水及び排水 の系統 様式第1（第3条関係）（裏面） 有害物質使用特定施□有害物質使用 設又は有害物質貯蔵特定施設 指定施設の別□有害物質貯蔵 指定施設 △有害物質使用特定別紙12のとおり。 施設又は有害物質 貯蔵指定施設の構 造 △有害物質使用特定別紙13のとおり。 施設又は有害物質 貯蔵指定施設の設 備 第5条第3項関係 △有害物質使用特定別紙14のとおり。 施設又は有害物質 貯蔵指定施設の使 用の方法 △施設において製造別紙15のとおり。 され、使用され、 若しくは処理され る有害物質に係る 用水及び排水の系 統又は施設におい て貯蔵される有害 物質に係る搬入及 び搬出の系統 備考1特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。 2有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。 3有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当 する施設に印を記入すること。 4△印の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 5※印の欄には、記載しないこと。 6排出水の排出系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。 7変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 8届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 別紙1 特定施設の構造 工場又は事業場にお ける施設番号 特定施設号番号及び 名称 型式 構造 主要寸法 能力 配置 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 その他参考となるべ き事項 備考1配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。 2その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 別紙1の2 特定施設の設備 工場又は事業場にお ける施設番号 特定施設号番号及び 名称 設備 構造 主要寸法 配置 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 その他参考となるべ き事項 備考1有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。 2配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。 別紙2 特定施設の使用の方法 工場又は事業場におけ る施設番号 特定施設号番号及び名 称 設置場所 操業の系統 使用時間間隔 1日当たりの使用時間 使用の季節的変動 原材料（消耗資材を含 む。）の種類、使用方法 及び1日当たりの使用 量 種類・項目通常最大通常最大 汚水等の汚染状態 通常最大通常最大 汚水等の量 （／日） その他参考となるべき 事項 備考汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。 別紙3 汚水等の処理の方法 工場又は事業場におけ る施設番号 処理施設の設置場所 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 種類及び型式 構造 主要寸法 能力 処理の方式 処理の系統 集水及び導水の方法 使用時間間隔 1日当たりの使用時間 使用の季節変動 消耗資材の1日当たり の用途別使用量 通常最大通常最大 種類・項目 処理前処理後処理前処理後処理前処理後処理前処理後 汚水等の汚染状態及び量 量（／日） 残さの種類、1月間の 種類別生成量及び処理 方法 排出水の排出方法 その他参考となるべき 事項 備考1汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。 2排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。 別紙4 排出水の汚染状態及び量 工場又は事業場におけ る施設番号 種類・項目通常最大通常最大 排出水の汚染状態 通常最大通常最大 排出水の量 （／日） その他参考となるべき 事項 備考排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。 別紙5 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 指定項目の別 汚染状態水量汚濁負荷量※ 業種 （㎎／l）（／日）（㎏／日） その 他の 区分通常最大通常最大通常最大 QcoQciQcj 特定排出水 合計 汚染状態水量汚濁負荷量 種類 （㎎／l）（／日）（㎏／日） 及び 用途 通常最大通常最大通常最大 特定排出水以外の排出水 合計 その他参考と なるべき事項 備考1本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。 2指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。 3窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。 4りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。 5※印の欄には記載しないこと。 別紙6 用水及び排水の系統 用水及び排水の系統 用途使用水用水使用量（／日） 用途別用水使用量 別紙7 有害物質使用特定施設の構造 工場又は事業場におけ る施設番号 特定施設号番号及び名 称 型式 構造 主要寸法 能力 配置 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 その他参考となるべき 事項 備考配置の欄には、当該有害物質使用特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。 別紙8 有害物質使用特定施設の使用の方法 工場又は事業場におけ る施設番号 特定施設号番号及び名 称 設置場所 操業の系統 使用時間間隔 1日当たりの使用時間 使用の季節的変動 原材料（消耗資材を含 む。）の種類、使用方法 及び1日当たりの使用 量 種類通常最大通常最大 汚水等の汚染状態 通常最大通常最大 汚水等の量 （／日） その他参考となるべき 事項 備考汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。 別紙9 汚水等の処理の方法 工場又は事業場におけ る施設番号 処理施設の設置場所 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 種類及び型式 構造 主要寸法 能力 処理の方式 処理の系統 集水及び導水の方法 使用時間間隔 1日当たりの使用時間 使用の季節変動 消耗資材の1日当たり の用途別使用量 通常最大通常最大 種類 処理前処理後処理前処理後処理前処理後処理前処理後 汚水等の汚染状態及び量 量（／日） 残さの種類、1月間の 種類別生成量及び処理 方法 その他参考となるべき 事項 備考汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。 別紙10 特定地下浸透水の浸透の方法 浸透施設の位置 浸透施設の数 工場又は事業場に おける施設番号 浸透水 通常最大通常最大通常最大通常最大 量（／日） その他参考となるべき 事項 別紙11 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 用水及び排水の系統 用途使用水用水使用量（／日） 用途別用水使用量 別紙12 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造 工場又は事業場にお ける施設番号 有害物質使用特定施 設又は有害物質貯蔵 指定施設の別 型式 構造 主要寸法 能力 配置 床面及び周囲 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 その他参考となるべ き事項 備考配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。 五八五七・10 別紙13 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備 工場又は事業場にお ける施設番号 有害物質使用特定施 設又は有害物質貯蔵 指定施設の別 設備 構造 主要寸法 配置 設置年月日年月日年月日 工事着手予定年月日年月日年月日 工事完成予定年月日年月日年月日 使用開始予定年月日年月日年月日 その他参考となるべ き事項 備考配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。 別紙14 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 工場又は事業場にお ける施設番号 有害物質使用特定施 設又は有害物質貯蔵 指定施設の別 設置場所 操業の系統 使用時間間隔 1日当たりの使用時 間 原材料（消耗資材を 含む。）の種類、使用 方法及び1日当たり の使用量（有害物質 使用特定施設の場合 に限る。） 貯蔵する有害物質の 種類（有害物質貯蔵 指定施設の場合に限 る。） その他参考となるべ き事項 備考有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び1日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。 別紙15 用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統） 施設において製造さ れ、使用され、若し くは処理される有害 物質に係る用水及び 排水の系統（有害物 質使用特定施設の場 合に限る。）又は貯蔵 される有害物質に係 る搬入及び搬出の系 統（有害物質貯蔵指 定施設の場合に限 る。） 用途使用水用水使用量（／日） 用途別用水使用量 備考有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。 
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様
式
第
２
　
削
除

様
式
第
２
の
２
（
第
３
条
関
係
）

様式第2の2(第3条関係) 

排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書 

年  月  日   

都道府県知事 

(市 長) 
殿 

 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法

人にあつてはその代表者の氏名 

 

 水質汚濁防止法第6条第3項の規定により、排出水の排水系統別の汚染状態及び量につい

て、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 
 

※整理番号 
 

工場又は事業場の所在地 

 
※受理年月

日 
年 月 日 

 

△排出水の排水系統別の汚染状態及び量 

 

別紙のとおり。 

 

※審査結果 

 

※備 考 

 

備考 1 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表

等を利用すること。 

2 ※印の欄には、記載しないこと。 

3 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産

業規格A4とすること。 
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別紙 

排出水の排水系統別の汚染状態及び量 

 指定項目の別  

特

定

排

出

水 

業種

その

他の

区分 

汚 染 状 態 

(mg／l) 

水 量 

(m3／日) 

汚濁負荷量 

(kg／日) 

※ 

通常 最大 通常 最大 
 

通常 最大 
Qco Qci Qcj 

          

合計          

特
定
排
出
水
以
外
の
排
出
水 

種類

及び

用途 

汚 染 状 態 

(mg／l) 

水 量 

(m3／日) 

汚濁負荷量 

(kg／日) 

 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 

       

合計       

な
る
べ
き
事
項 

そ
の
他
参
考
と 

 

備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。 

2 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記

載すること。 

3 窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と

読み替え、Qcjの項には記載しないこと。 

4 りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と

読み替え、Qcjの項には記載しないこと。 

5 ※印の欄には記載しないこと。 

様
式
第
３
　
削
除

様
式
第
四
　
削
除

様
式
第
５
（
第
７
条
関
係
）

様式第5（第7条関係）（昭54総府令30・平5総府令49・平8総府令7・平11総府令26・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 氏名等変更届出書 年月日 都道府県知事 殿 （市長） 氏名又は名称及び住所並びに法 届出者 人にあつてはその代表者の氏名 氏名（名称、住所、所在地）に変更があつたので、水質汚濁防止法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。 変更の変更前※整理番号 ※受理年月 内容変更後年月日 日 変更年月日年月日※施設番号 変更の理由※備考 備考1※印の欄には、記載しないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
６
（
第
７
条
関
係
）

様式第6（第7条関係）（昭54総府令30・平5総府令49・平11総府令26・平24環省令3・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 年月日 都道府県知事 殿 （市長） 氏名又は名称及び住所並びに法 届出者 人にあつてはその代表者の氏名 特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用を廃止したので、水質汚濁防止法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。 工場又は事業場の名称※整理番号 ※受理年月 工場又は事業場の所在地年月日 日 特定施設の種類※施設番号 特定施設又は有害物質貯蔵指定 ※備考 施設の設置場所 使用廃止の年月日年月日 使用廃止の理由 備考1水質汚濁防止法第5条第3項の規定による届出のあつた施設の使用廃止の届出である場合には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。 2※印の欄には、記載しないこと。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
７
（
第
８
条
関
係
）

様式第7（第8条関係）（昭54総府令30・平5総府令49・平11総府令26・平24環省令3・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 承継届出書 年月日 都道府県知事 殿 （市長） 氏名又は名称及び住所並びに法 届出者 人にあつてはその代表者の氏名 特定施設（有害物質貯蔵指定施設）に係る届出者の地位を承継したので、水質汚濁防止法第11条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。 工場又は事業場の名称※整理番号 ※受理年月 工場又は事業場の所在地年月日 日 特定施設の種類※施設番号 特定施設又は有害物質貯蔵指定 ※備考 施設の設置場所 承継の年月日年月日 氏名又は名称 被承継者 住所 承継の原因 備考1水質汚濁防止法第5条第3項の規定による届出のあつた施設の承継の届出である場合には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。 2※印の欄には、記載しないこと。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

16



様
式
第
８
（
第
９
条
関
係
）

様式第8（第9条関係）（平元総府令47・全改） 水質測定記録表 排出水の汚染状態（特定地下浸透水の汚染状態） 測定場所特定施採分測定項目 測定年月日 設の使水析備考 及び時刻排水量 名称用状況者者 （／日） 備考1採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 2排出水の汚染状態及び特定地下浸透水の汚染状態は、分けて記載すること。  

様
式
第
９
（
第
９
条
の
２
関
係
）

様式第9（第9条の2関係）（平13環省令37・全改） 汚濁負荷量測定記録表 指定項目の別 計測 測定汚濁負荷量 測定者備考 年月日汚染状態排水量（㎏／日） 場所時刻 （㎎／l）（／日） 備考1本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。 2指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。 3汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。  

様
式
第
１
０
（
第
９
条
の
２
関
係
）

様式第10（第9条の2関係）（昭54総府令30・追加、平5総府令49・平11総府令26・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 汚濁負荷量測定手法届出書 年月日 都道府県知事 （市長） 殿 届出者氏名又は名称及び住所並びに法 人にあつてはその代表者の氏名 水質汚濁防止法第14条第3項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。 工場又は事業場の名称※整理番号 ※受理年月 工場又は事業場の所在地年月日 日 別紙のとお △汚濁負荷量の測定手法※備考 り。 備考1△印の欄については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。 2※印の欄には、記載しないこと。 3届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
０
の
２
（
第
９
条
の
２
の
４
関
係
）

様式第10の2(第9条の2の4関係) 

 

光ディスク提出書 

 

年  月  日  

 

 都道府県知事 

 (市 長) 
殿 

 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

 

 水質汚濁防止法第  条第  項の規定による届出に際し提出すべき書類に記載すべき

こととされている事項を記録した光ディスクを以下のとおり提出します。 

 本提出書に添付されている光ディスクに記録された事項は、事実に相違ありません。 

 

1．光ディスクに記録された事項 

 

 

2．光ディスクと併せて提出される書類 

 

 

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

2 法令の条項については、当該届出の根拠条項を記載すること。 

3 「光ディスクに記録された事項」の欄には、光ディスクに記録されている事項を

記載するとともに、二枚以上の光ディスクを提出するときは、光ディスクに整理番

号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

4 「光ディスクと併せて提出される書類」の欄には、当該届出の際に本提出書に添

付されている光ディスクに記録されている事項以外の事項を記載した書類を提出

する場合にあっては、その書類名を記載すること。 
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様
式
第
１
１
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第11（第11条関係）（平12総府令7・全改、平12総府令94・平19環省令11・平23環省令3・平24環省令3・平24環省令14・一部改正） 表面 12センチメートル ←→ ← 第号 水質汚濁防止法第22条第4項の規定による身分証明書 8 職名及び氏名 写セ ン 年月日生 チ メ 年月日発行 ー 真ト 年月日限り有効 ル 環境大臣 都道府県知事 （市長）印 → 裏面 水質汚濁防止法抜すい 第22条環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度に おいて、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵 指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しく は有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項 に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害 物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その 他の物件を検査させることができる。 3前2項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立 入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活 環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めら れる場合に行うものとする。 4第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係人に提示しなければならない。 5第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた ものと解釈してはならない。 第28条この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務（第4 条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14 条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。）の一部は、政 令で定めるところにより、政令で定める市（特別区を含む。次項におい て同じ。）の長が行うこととすることができる。 第33条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処す る。 四第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚 偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若し くは忌避した者  
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